
１ はじめに

平城宮東方官衙地区とは、内裏・第二次大極殿院、東

区朝堂院の東方のうち、東院地区を除いた地域をいう。

本地区を対象とした発掘調査では、内裏・第二次大極殿

院東外郭の３官衙区画（推定宮内省）とその東方に確認さ

れた官衙区画（通称磚積官衙）、さらにその東の造酒司に

ついて敷地規模や建物配置を明らかにしてきた。しかし

調査が部分的なこともあって本地区における全体区画の

構成や建物配置、それぞれの比定官衙名など、不明な点

も多いのが現状である。そのため都城発掘調査部では、

県犬養門（東面中門）より西にのびる宮内道路SF１１５８０以

南につき、第二次大極殿院・東区朝堂院地区と東院地区

との間に存在する南北に細長い空間（狭義の東方官衙地区

と呼称）の解明を計画した。その方法はGPRなどによる地

下探査を併用しつつ、幅６�の試掘的調査区を東西と南

北に展開するものである（図１４０）。

２ 第４０６次調査

本計画の初回にあたる第４０６次調査は、第二次大極殿

院東外郭東方に調査区を設定した。調査区は北で第１５４

次調査区（１９８３年度）、東で第２２次南調査区（１９６４年度）に

接し、西で第３５次調査区（１９６８～１９６９年度）南方に位置す

る。調査区は南北１２１�、東西１０１�の略T字形とした。調

査面積は１，２９６�である。調査は２００６年１２月２０日より開

始し、２００７年５月１１日に終了した。

既往の調査成果と本調査の目的

調査区周辺の既往の成果は、以下の２点に集約でき、

本調査もその成果にもとづき調査目的を設定した。

まず、宮内道路SF１１５８０の南では、第二次大極殿院東

外郭の東に内裏北外郭北東から南流するSD２７００と東院

地区の西を南流するSD３４１０という、２条の基幹排水路

が設けられているが、第１５４次調査ではこれらの溝の間

に築地塀SC１１５００・１１５１０・１１５２０で囲まれた区画が存在

することを確認した。その東西規模は築地塀心心距離で

約５１�（１７０尺）である。築地の北中央には門SB１１５３０が開

き、内部に２棟の東西棟礎石建物SB１１５４０・１１５５０が建つ

ものとされた。第１５４次調査はこの区画の確認が北端部

のみであったため、本調査では築地塀SC１１５００・１１５１０・

１１５２０と一連となる築地塀南限を確認することで、本官

衙区画の南北長を明らかにし、区画内の建物配置の概要

を把握することをひとつめの目的とした。

次に、SD２７００の西では第３５次調査で内裏・第二次大

極殿院東外郭の東を限る南北築地塀SA７０５、その築地塀

の南西隅に東外郭南門SB７５０５、およびその門から南にの

びる宮内道路SF７４４０を確認している。以上から本調査で

は、第二次大極殿院東外郭南門から南にのびる宮内道路

SF７４４０以東、つまり東区朝堂院地区とSD２７００で挟まれ

た空間における官衙施設の存否確認をふたつめの目的と

した。なお、宮内道路SF７４４０の東には井戸SE７４００と小土

坑群SK７４５３、小規模建物等を検出し、特に土坑群から

は、中務省被官官司のひとつである陰陽寮関係木簡が出

土している。第３５次調査では木簡の出土を直ちに官衙比

定として陰陽寮と結びつけるのは速断に過ぎるかもしれ

ないとしつつも、平安宮内裏図で朝堂院東方に陰陽寮が

位置している点を傍証とし、第二次大極殿院東外郭外方

に陰陽寮が所在した可能性を示唆している。

東方官衙地区の調査
�第４０６・４２９次

図１４０ 第４０６次・４２９次調査区と今後の調査予定地 １：５０００
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図１４１ 第４０６次調査遺構平面図 １：６００
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３ 基本層序

調査区周辺は北から南になだらかに傾斜しており、現

地表面の標高は南北調査区北端で約６７．５�、南端で約

６５．８�と、１．７�の高低差がある。また、南北調査区の中

央部の西には、現状の標高から比高差約１．５�を超える

土壇状の高まりが存在する。この土壇は明治期に作成さ

れた平城宮の二千分一地形図および地籍図にも確認され

ることから、大極殿や朝堂と同様に当地域に存在した建

物基壇が遺存している可能性も考えられていた。

本調査区は南北・東西が長きにわたるため基本層序は

一様ではないが、表土以下上位から、�旧耕土、�旧床

土、�礫混暗褐色土と続き、その下は南北調査区北方か

ら南方にかけては、�礫混橙褐色粘質土から、凝灰岩片

を多量に含む�明黄褐色粘質土に切り替わる。また東西

調査区東方から西方に至るまでは、�層から�礫混暗褐

色砂質土、さらに	礫混褐色土に切り替わる。遺構検出

は�、�、�、	層上面でおこなった。建物基壇が残存

する箇所は床土直下で遺構を検出した。遺構検出面の標

高は、調査区北端で６６．９�、南端で６５．４�、東端で６５．３

�、西端で６５．８�である。

４ 検出遺構

調査区で判明した官衙区画

今回の調査の結果、基幹排水路SD２７００の東と西に官

衙区画が存在していることが確認できた。それぞれの官

衙区画につき、水路の東の区画を「官衙区画A」、水路の

西の区画を「官衙区画B」と便宜的に呼称する。

まず官衙区画Aは第１５４次調査で北端を検出した区画

であり、今回の調査から本区画は東西築地塀によって２

つに空間を分けて利用していたことが分かった。そこで

本区画は、区画内を区分する東西築地塀よりも北を「官

衙区画A－北」、南側を「官衙区画A－南」と呼ぶことと

する。次に、官衙区画Bは基幹排水路SD２７００と東区朝堂

院とに挟まれた空間に営まれた官衙である（図１４１）。以

下、それぞれの区画ごとに、検出遺構の概要を述べる。

官衙区画A－北の遺構

SC１１５００A・B 第１５４次調査では、築地塀SC１１５００の南

３．５�で確認された１２尺等間の東西礎石抜取穴列を礎石

建物SB１１５４０およびSB１１５５０の北側柱と考えていた。し

かし今回の調査ではその南に対応する柱穴が確認できな

かった。この部分は遺構検出面の高低差もほとんどな

く、削平は受けていないものと考えられることから、東

西築地塀SC１１５００の南の礎石抜取穴は築地塀と一連で造

作された遺構であると理解できる。ただし東西築地塀の

南に雨落溝も確認されていることから、当初この区画施

設は築地塀として造作され、後に付庇をともなう築地回

廊に改作されたものと想定される。そこでここでは築地

塀のみで存在していた段階をSC１１５００Aとし、改作後に

築地回廊としたものをSC１１５００Bとした。

SB１８９６５ 梁行１間、桁行２間以上の東西棟掘立柱建

物。梁行、桁行ともに、柱間は３�（１０尺）。構造から単

廊とみられる。西側に中枢施設の存在が想定できる。

SX１８９６８ SB１８９６５の南側柱穴心から南２．７�（９尺）の位

置にある１０
大の玉石列。南に面をそろえている。

SB１８９７０ 梁行２間、桁行２間以上で、北面に庇をつけ

た東西棟礎石建物。柱間は梁行２．２５�（７．５尺）、桁行３．６

�（１２尺）。北の側柱から庇までの柱間は２．１�（７尺）。

SD１８９６９ SB１８９７０北側柱心の北約１．３�に溝肩が位置す

る東西溝。幅は約１．０�。SB１８９７０の北雨落溝とみられ

る。

官衙区画Aを区分する遺構

SC１８９７５ 当該官衙北限の築地塀SC１１５００から築地塀心

心距離で南に４５�（１５０尺）の位置に確認された東西築地

塀。築地塀の両側には大量の瓦と凝灰岩が散在していた

ため、瓦葺で凝灰岩切石の基壇外装を持つものであった

ことがわかる。築地塀の残存南北幅は約１．４�、残存高は

３０
程度であり、築成は黄褐色の砂質土と茶褐色の粘質

土を交互に突き固めて版築している。

SD１８９７４ 築地塀SC１８９７５の北雨落溝。溝幅は約８０
、深

さは約２０
が残存する。

SD１８９７６ 築地塀SC１８９７５の南雨落溝。溝幅は約７０～８０


、深さは約２０
が残存する。溝の東南隅には、凝灰岩

切石による溝の南側石が残り、その大きさは幅約１０
、

厚さ約１５
である。

官衙区画A－南の遺構

SB１９０００ 凝灰岩切石で基壇を外装した大型礎石建物で

あり、南北調査区中央部西の土壇は、本建物の遺存基壇

であったことが判明した。基壇の積土は地山上面から礫

を含む粘質土と砂質土を交互に積み上げた築成が確認さ
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れた。基壇高は調査区外の土壇も含めると最低でも１．８

�を超える。しかし調査区内の基壇面は遺存土壇の頂き

から比高差にして１�ほど削平されており、基壇上面に

柱穴は確認できなかった。調査では基壇の東辺全体と北

辺の一部を確認した。基壇縁周辺には凝灰岩が数多く散

乱し、粉状になった凝灰岩を含むにぶい黄褐色砂質土が

約６０c�幅で基壇縁辺部をめぐっており、本建物の基壇

外装抜取溝の底部分とみられる。南半は大きく削平され

ているが、凝灰岩粉末の入った外装抜取溝の痕跡から南

縁を確認した。基壇の北側および東南隅では、基壇外装

抜取溝の外側に１辺約５０㎝の凝灰岩切石が据えられた状

態で残存しており、建物周辺の敷石とみられる。

これら基壇外装等の痕跡から判断される基壇規模は、

南北長１７．２�、東西長５．２�以上、仮に区画中軸線で折り

返すと東西約２８�となる。しかし、この地に基壇高が１．８

�以上の大極殿と同等規模の長方形大型基壇は考えがた

く、基壇が一方からのみ削平された点も説明しがたい。

むしろ周囲から均等に削平されたとすると正方形基壇の

可能性が想定できる。そこで本建物基壇東縁を基準と

し、基壇南北長１７．２�を東西長に置き換えて正方形をあ

てはめると、遺存土壇の中心部がそのまま正方形の中心

部分に合致する。以上の検討と既調査所見もあわせて考

慮すると、�内裏・第二次大極殿院東外郭東方の土坑群

から陰陽寮関係木簡が出土していること、�本建物の基

壇高が１．８�を超えること、�基壇平面が正方形になる

可能性があること、�平安宮では朝堂院東方に陰陽寮が

位置していること、という４点から、本建物は鐘楼であ

った可能性が指摘できる。

SB１８９８０A・B 梁行２間、桁行１０間以上の南北棟礎石建

物。基壇の東西長は約１０．９�、基壇高は約３０�が残る。

柱間は桁行２．７�（９尺）。礎石はすべて抜き取られる。

礎石抜取穴は基壇西半でのみ検出され、東半は２０�前後

の旧水田段差からすべて削平されているとみられる。

基壇西縁は羽目石とみられる幅１５�内外の凝灰岩切石

が部分的に残る。特に基壇西北部には長さ約１．１�、幅約

１５�、高さ約２５�の凝灰岩切石が残存し、その東には凝

灰岩粉末を含む東西溝SD１８９８２があり、この溝は基壇北

縁外装抜取溝と考えられる。SD１８９８２は、多量の礫・瓦

片および多量の土器を含む炭化物層の土坑SK１８９８３によ

って南肩が壊される。このSK１８９８３は凝灰岩切石とほぼ

西縁をあわせるように存在し、SD１８９８２の南７．４�にお

よぶ。以上から、本建物は北側の基壇外装抜取溝までが

当初の基壇北縁であったが、後の改修で基壇北側を７．４

�分短縮したとみられる。その改修時には基壇西縁を約

１０�内側に設定している。さらに改修時の内庭部分にも

盛土した形跡があり、その上面には膜状に凝灰岩粉末が

広がっている。これは改修時に凝灰岩を加工した作業地

表面と考えられる。炭化物層に礫・瓦・土器等を含む

SK１８９８３についても、基壇北側を削平して切り縮めた後

の周囲の嵩上げにともなう造作のひとつと考えられる。

以上から、建物基壇の南北長は南限が調査区外のため

不明だが、改修前で約３８．３�、改修後で３０．９�を今回の

調査で検出したことになる。本報告では改修前のものを

SB１８９８０Aとし、改修後のものをSB１８９８０Bとする。

SD１８９８１ SB１８９８０の西基壇外装抜取溝。幅は約１．１�、

深さは調査区南側が一番深く約４５�で、北側になるほど

浅くなり、内庭部と同じ高さで粉状になった凝灰岩が帯

状に残るのみである。

図１４２ SB１８９８０A・B検出状況（南から）

図１４３ 大型基壇建物SB１９０００（南東から）
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SC１１５１０ 官衙区画Aの東の限りとなる南北築地塀。第

１５４次調査で確認されたSC１１５１０の南の延長線上にあり、

一連の築地塀と考える。築地塀西縁には１．８�（６尺）で

南北にならぶ２穴があり、寄柱もしくは添柱の抜取穴と

みられる。築地基底部は削平されているためその幅を確

認することはできなかった。

SD１８９８５ SB１８９８０の東側、SC１１５１０との間に存在する南

北溝。溝幅は約３�で深さは約５０�。SB１８９８０の東縁と

SC１１５１０の西縁の基壇外装を抜き取った溝と考えられ

る。ただし溝幅があまりにも広いことから、この溝はSB

１８９８０とSC１１５１０の雨落溝がそれぞれ単体で設けられて

いたものを壊すかたちで掘られたものとは考えがたい。

SB１８９８０の東雨落溝とSC１１５１０の西雨落溝の両方の機能

を兼備していた幅の広い雨落溝が存在していたと解釈で

きる。溝埋土は黒色の炭化物層を主体としており、大量

の土器片が出土した。この様相はSB１８９８０北縁の改作に

おける状況と酷似し、出土土器群の様相も変わらない。

SD１８９８５はSB１８９８０の背面の基壇外装を抜き取った後に

これらの遺物等を捨て込んで形成されたものと考えられる。

SB１８９９０ 東西調査区中央部で見つかった南北棟礎石建

物。東西長は約９．９�。南北長は調査区外におよぶため不

明である。基壇高は１０�ほどが残る。基壇上面には中央

部より東側に礎石抜取穴が４穴確認されたものの、西側

は削平のため検出はできなかった。

SD１８９９１ SB１８９９０の東基壇外装および雨落溝を抜き取

った溝。幅は約５０�。雨落溝底石は凝灰岩切石である。

SC１１５２０ SB１８９９０の西側で検出した南北築地塀。当該

官衙の西の限りとなる。第１５４次調査で想定された南北

築地塀SC１１５２０を南に延長した位置にあり、一連の築地

塀と考えた。礫を含む暗茶褐粘質土を幅１．２�にわたり１

５�程度の高まりとして確認した。

SD１８９９５ SB１８９９０とSC１１５２０との間に存在する南北溝。

溝幅は約３．５�。SD１８９８５の性格と同様に、この溝もSB

１８９９０とSC１１５２０の基壇外装抜取溝と考えられ、SB１８９９０

の西雨落溝とSC１１５２０の東雨落溝は幅の広いひとつの溝

として造作されていたとみられる。埋土と出土遺物の状

況も、SD１８９８５と酷似する。

官衙区画Bの遺構

SB１９０１０ 梁行２間、桁行３間以上の東西両庇付き南北

棟礎石建物。柱間は梁行２�（６．５尺）、桁行３�（１０尺）。

側柱から庇までの柱間は２．１�（７尺）。基壇の東西長は

約１０．８�である。基壇高は約２０�が残る。礎石はすべて

抜き取られている。建物の東と西の雨落溝には凝灰岩が

散在し、その外装は凝灰岩であるとみられる。

SD１９００９ SB１９０１０の東基壇外装抜取溝。幅約１．２�、深

さ約２５�。

SD１９０１１ SB１９０１０の西基壇外装抜取溝。幅約１．０�、深

さ約１０�。西側には、１５�内外の自然石の石列があり、

SB１９０１０の西雨落溝の西側石が残っている。

SX１９００５ SB１９０１０の柱筋と位置をそろえ、SB１９０１０の東

庇礎石抜取穴から東に約３．９�の位置にある南北方向の

２石。天端の長径は２石とも５０～６０�内外。SB１９０１０と

SD２７００との間に営まれた区画施設にともなう遺構であ

る可能性が想定されるが、明確な性格はわからない。い

ずれにせよ、この２石はSD１８９８５・１８９９５の埋土と類似

した炭化物を多く含む土の上に営まれており、改作にと

もなう施設と考えられる。

SX１９００６ SB１９０１０の柱筋と位置をそろえる。SB１９０１０の

西庇礎石抜取穴の西方約３�にあり、径４０㎝程度の比較

的小型の石を南北３�（１０尺）の間隔で２石配置する。性

格不明。

SX１９００７ 東西調査区西端で見つかった幅約２．０�の瓦

片の堆積。凝灰岩も含まれるため、調査区外西方に建物

基壇が存在し、検出した瓦堆積がその東雨落溝に投棄さ

れたものという可能性があるが、詳細な性格は不明。

官衙区画AとBとの間にある遺構

SD２７００ SD２７００は内裏・第二次大極殿院東外郭東方を

南流する平城宮の基幹排水路のひとつである。

本基幹排水路は昭和初めに奈良県技師・岸熊吉によっ

て確認されて以来、当研究所でも５度にわたって調査を

Y－１８，４１３

１ H＝６５．０m

２

３

４ １ 明灰褐色砂
２ 灰褐色砂礫
３ 暗灰褐色砂礫

５

６
４ 暗灰色粘土ブロック混灰黄色砂
５ 灰黄色砂
６ 礫混淡青灰色粗砂

０ １m

図１４４ SD２７００北壁断面図 １：５０
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おこなってきた（第２１・１２９・１３９・１５４・１７２次調査）。SD

２７００に関する既往の調査知見として、内裏北方官衙から

内裏・第二次大極殿院東外郭北半部に至るまでの東方部

分では、上端幅２�、深さ１．４�内外で両岸を石積によっ

て護岸した溝であったことが明らかにされているが（第

２１・１２９・１３９次調査）、内裏・第二次大極殿院東外郭南半の

東方部分では、溝幅が６�内外と大きく広がり、その護

岸も、石積は東岸に限られ、西岸は素掘りとしたもので

あったことがわかっている（第１５４・１７２次調査）。

今回調査した箇所は、既調査で判明したSD２７００の南

端地点から１１５�南下した位置にあたる。埋土の基本層

序は６層に区分することができ、上位から、�明灰褐色

砂、�灰褐色砂礫、�暗灰褐色砂礫、�暗灰色粘土ブロ

ック混灰黄色砂、�灰黄色砂、�礫混淡青灰色粗砂、で

ある（図１４４）。このうち、�明灰褐色砂には奈良時代以降

の遺物が含まれるため、平城宮廃絶後の溝として機能し

ていた時期の埋土と判断できる。平城宮廃絶後の溝幅は

上端部で２．７�、深さは０．３�内外である。

�～�が奈良時代の溝の埋土で、砂もしくは砂礫を基

本としている。溝幅は約３．５�、深さは１．１�であった。

また、溝底は中央部が０．７～１．２�内外の幅でへこんでい

るが、これが浚渫、改修によるものか自然流下によるも

のかは判断することができなかった。

西岸は直径１０～２０	内外のヒノキ丸杭を密に打ち込ん

だ護岸がみられるが、東岸は素掘りとする。杭の打ち込

み角度はほぼ垂直に近いが、岸の勾配にあわせて３度程

度傾きを持たせて打ち込む。杭列の内側には別の杭の痕

跡が認められ、改修を経ているものとみられる。その時

期としては、杭列と岸との隙間に石塊とともに充填され

た軒丸瓦（６３０４A、６３１４D型式）から、Ⅱ－１期（養老５年頃

～天平初頭頃）以降と考えられる。 （粟野 隆）

５ 出土遺物

木 簡

SD２７００の主に中層から下層にかけて４５３点出土した。

うち削屑は３９９点。主要なものを上に示した。

１は左弁官からの口頭命令を木簡に記述したもの。記

載内容は左弁官からの命令をいずれかの省の大輔が受

け、さらにその大輔が大蔵某に伝達したもので、御在所

に関わるものである。この木簡は横材木簡を割った後、

左弁官の宣が記され、最後は習書木簡として廃棄された

と考えられる。東肩出土。上下削り、左削り、右割れ。

２は中務省の下部官司である右大舎人寮からの文書木

簡。上切断、下割れ、左右割れ。下層出土。７の「少主

鎰」は中務省の下部官司である内蔵寮と大蔵省に配置さ

れた官人。上下折れ、左右割れ。東肩出土。（浅野啓介）
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瓦磚類

表１９に今回の調査で出土した瓦磚類をまとめたが、調

査区が広範囲にわたるため、出土した型式も多岐にわた

る。そのうち、特徴的な型式の拓本を図１４５に掲げた。

特に、難波宮式軒瓦である６０１２B－６５７２Aのセットは

注目すべきである。平城還都前の天平年間に属してお

り、隣接する第２２次調査区でも多く出土している。同じ

時期のものとして、６１３５A－６６８８Aのセットも認められ

る。また、６６９４Aの出土点数も目立つが、それに組み合

う軒丸瓦は判然としない。ここでは分布状況も鑑みて、

６３０４Bを候補として考えておく。このほか顕著なセット

して、６２８２－６７２１がある。これは還都後に主要をなすも

のといえる。

このほか、やや特異な瓦としては６３１６の新型式や、唐

草文の中央に盛り上がる花文を持つ鬼瓦がある。この鬼

瓦は第２２次調査区でも確認されている。やや小型の鬼瓦

で、同様の大きさの平城宮式鬼瓦ⅡB型式がともに出土

していることから、比較的小規模な建物に用いられてい

た可能性がある。 （林 正憲）

軒丸瓦 軒平瓦 道具瓦
型式 点数 型式 点数 種類 点数
６０１０ A １ ６５７２ A １８ 鬼瓦（Ⅱ型式） ３
６０１２ B １４ ？ １ 鬼瓦（唐草文） １
６１３３ ？ ２ ６６６３ ？ １ 面戸瓦 ４
６１３５ A ６ ６６６４ Fb １ 切熨斗瓦 １

E １ ６６６６ A ２ 隅切瓦 １
６２２５ A １ ６６８１ C ２ 平瓦（ヘラ書） １
６２３５ B １ ６６８８ A ３ 平瓦（刻印） １

？ １ ６６８９ A ３ 平瓦（格子タタキ） １０
６２８１ A １ ６６９１ A ２ 丸瓦（刻印） １

？ １ ６６９４ A １３ 丸瓦（格子タタキ） ３
６２８２ B ８ ６６９８ A １

C ２ ６７２１ C １１
G ４ D １
？ １０ F ３

６２８４ C ５ H １
？ ２ ？ １１

６２８５ A １ ６７２６ D １
６３０４ A １ 鎌倉 １

B ２ 中世 １
？ ２ 型式不明（奈良） １１

６３０７ A １ 型式不明 ８
？ １

６３１１ B ３
？ ５

６３１４ B １
６３１４ D ２
６３１６ 新 ２

？ １
型式不明（奈良） ２８
型式不明 ２０

軒 丸 瓦 計 １３０ 軒 平 瓦 計 ９６ 道 具 瓦 計 ２６
丸瓦 平瓦 磚 凝灰岩

重量 ６５５．２９㎏ ２５３４．６７㎏ ５２．７４㎏ １２２．０３㎏
点数 ７３７１ ４５０５１ １３９ ５１９

表１９ 第４０６次調査出土瓦磚類集計表

６２８２Ba

６０１２B ６３０４B

６７２１C６６９４A６５７２A

６１３５A 唐草文鬼瓦６３１６新 鬼ⅡB

図１４５ 第４０６次調査区出土瓦（軒瓦 １：４、鬼瓦 １：８）
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木製品・その他

木製品 約６００点の木器が出土しており、すべてSD２７００

からの出土である。そのうち製品は少数であり、加工屑

や燃えさし、用途不明の棒状品が多数を占める。以下、

主要な木製品について見ておく。

人形は３点出土している。図１４６は上半身のみが残り、

残存長９．２�。幅２．５�の板材に「V」字状の切り込みを入

れて撫肩の表現とし、腕の表現もある。墨で頭髪・口髭

をたくわえた顔・衣服が描かれている。同様に、裏面に

は頭髪と衣服の表現が認められる。図１４７‐１は長さ１８．０

�・幅３．３�の板材に切り込みを入れることで、肩・腕

・脚を表現している。顔の表現は認められないが、ケズ

リによる調整の有無から表裏の区別はあったようであ

る。２は脚の一部が欠損しているが、細長い頭部・撫肩

・腕の表現はよくわかる。残存長１０．３�・幅１．９�。３は

桧扇と考えられるが、下端に綴孔があけられていないこ

とから未製品と判断できる。上端に向かって薄く仕上げ

られている。これと同形同大の資料がもう１点ある。４

は台形状を呈し、琴柱の未製品の可能性がある。中央左

端に墨線が認められる。５～７は長さ２０�前後で幅１．０

�の平らな棒状品である。５・６は表面にケズリを施し

ており、裏面は割り裂いた状態のまま未調整である。５

は、さらに上下両端部を切り落としている。同様の資料

は５０点以上確認でき、籌木の可能性が考えられる。

SD２７００には未製品や製作途上に生じる加工屑が含ま

れるので、上流には木製品の工房があったと推測できる。

その他 皇宋通宝１点と寛永通宝１点、鉄釘や鉄製鎹が

遺構面より上層の包含層から出土している。

鞴羽口３点、種子などの植物遺存体、木炭、桧皮など

がSD２７００から出土している。植物遺存体はウメ、オニグ

ルミ、ヒメグルミ、サンショウ、チョウセンゴヨウ、モ

モ、トウガンなど、多種多様である。 （和田一之輔）

２

５

３

図１４６ SD２７００出土の人形木
製品（赤外線デジタル画像）
１：１

１
６

０ ５�
４ ７

図１４７ SD２７００出土の木製品 １：２
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土器・土製品

土器は、奈良時代の土師器、須恵器を中心に整理箱１５０

箱分あり、ほかに少量の黒色土器、施釉陶器、弥生土器、

古墳時代の土師器、埴輪片などがある。施釉陶器には古

代の緑釉、灰釉、二彩陶器のほかに近世陶磁器類があ

る。また、新羅土器の盤口壺、紡錘車が各１点ある。出

土量では、SD２７００埋土から全体の３分の１にあたる５０

箱、官衙区画A南半に建てられた礎石建南北棟建物SB

１８９８０の外側からの炭層SD１８９８５出土の４０箱が目立ち、

それらの上層包含層を加えると全体の３分の２を占め

る。ここでは、SD２７００出土土器の特色や注目すべき土器

・土製品に触れておく。

SD２７００出土土器は、時期的には奈良時代前半の平城

宮土器Ⅱを含むものの、Ⅳ～Ⅴの後半代の土器が主体を

しめる。土師器には杯A、杯B、杯C、椀A、皿A、高杯、

小型壺および甕鍋類があり、わずかにカマド片がある。

須恵器には杯A、杯B、杯B蓋、皿A、皿B、同蓋などの供

膳具が主体を占め、ほかに甕類と少量の壺類がある。墨

書土器は須恵器１１片、土師器１６片があるが、大半が極小

片で判読可能なものは須恵器杯B底部外面に大書された

「主水司」（図１４８‐２）だけである。また「美濃」刻印をも

つ須恵器杯B（３）が１点ある。施釉陶器には二彩大型盤、

緑釉鉢片があり、灯明痕跡をもつ杯類、漆パレットに使

用した土器および転用硯（１）が周辺地での活動を想定さ

せる。陶硯は蹄脚円面硯B脚部１点のほかは転用硯（蓋２８

点、杯B１点、甕体部２０点）で占められ、官衙地区における

陶硯構成の特徴を明確に示しており、少量の製塩土器が

出土する点も、これまでのSD２７００出土遺物の様相と同

じである。

SD２７００以外では築地SC１１５２０の西、南北棟建物SB

１９０１０との間の炭混り層から流水・水波文を表裏に刻ん

だ緑釉の大鉢片や蹄脚円面硯（５・６）が出土した。緑釉

大鉢は本調査区の北約５０�の第３５次調査区出土の破片と

同一個体と思われ、両地区の親近性を示す。官衙区画A

南半部の南北棟建物SB１８９８０の東辺南部や北辺切り縮め

部を埋めた炭層から多量に出土した土器はともに平城宮

土器Ⅲに属し、南北棟建物の改作時期を示す点で重要で

ある。北辺の炭層からは内面に「少床」のヘラ書きをも

つ須恵器杯B蓋（４）が出土した。 （西口壽生）

６ ま と め

発掘調査の結果、第１５４次調査で北端のみが確認され

た官衙区画は、その南限が調査区外にあり、東西は約５１

�（１７０尺）、南北は１２０�を超える区画であることがわか

った。本区画では、北限の築地心から南に４５�（１５０尺）の

位置に築地塀を設けて空間を区分する点が特徴である。

また、SC１１５００A・Bの築地塀から築地回廊への改修や

SB１８９８０の北側部分の切り縮めなど、２時期の変遷があ

ったことが指摘できる。比定される官衙として、区画北

半は推測できる材料はないが、区画南半では鐘楼を配し

た陰陽寮の可能性がある。それは大型建物SB１９０００の東

西規模の判明をまって検討したい。

また、第二次大極殿院東外郭の周囲は小規模仮設建物

の建設地や宮内の通路として従来は理解されていたが、

その南方にあたる今回の調査区では、基幹排水路SD

２７００の西側、東区朝堂院に挟まれた場所にも、東側と西

側とに庇を付けた大型基壇南北棟建物が検出され、官衙

施設が存在したことも判明した。

なお、今回はGPR探査を実施したが、基幹排水路を除

き、基壇や柱穴に関する有効な情報を得ることはできな

かった。ただし発掘調査において、遺構の存否や遺構面

の標高などに関する事前情報は必要性も高い。近畿地方

一帯は土壌が湿潤で粘性の地域も存在し、GPRや電気探

査による土層判別が困難な場合もあるが、探査結果と発

掘所見を比較検討するとともに、探査方法やデータ処理

等について、深化をはかる必要がある。 （粟野）
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図１４８ 第４０６次調査出土土器 １：４（１～３：SD２７００、４：SK１８９８３、５・６：SX１９００５）
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７ 第４２９次調査

調査経緯

本調査は東方官衙地区における第２回目の調査とな

る。調査地は第４０６次の南側に位置し、幅６�の調査区を

南北９６�、東西１２９�に設定した。発掘総面積は１３１４�と

なる（図１４０）。調査は２００８年１月１１日より開始し、２００８年

５月７日に終了した。また、掘削前に遺跡・調査技術研

究室の協力をえて調査区および周辺をふくめた地域の物

理探査をおこなった。

調査の成果

発掘調査の結果、東西調査区のほぼ中央に基幹排水路

SD２７００が南北に通り、これをはさんで２つの官衙区画が

東西に配置されていることがあきらかになった。便宜上、

東側の区画を東区画、西側の区画を西区画とする（図１４９）。

第４０６次調査で検出した基幹排水路SD２７００とSD３４１０

は本調査区内でも確認された。いずれも幅４�弱の南北

方向の溝で、SD２７００の護岸は両岸木杭で、SD３４１０では

西岸沿いに木杭の護岸施設が設けられている。２条の溝

はさらに調査区外に南流するとおもわれる。ただし、南

北調査区の南端で東西方向の溝を検出しており、地形か

らして水は東流すると考える。この東西方向の溝と、SD

２７００、SD３４１０との関係は不明である。

東区画では平城宮廃絶後の水田造成により、当時の地

面が大きく削平されており、区画や建物の存在をしめす

遺構の状態はよくない。区画施設である築地塀はすでに

残存していないが、基幹排水路SD２７００、SD３４１０と南北

調査区南端の東西溝の位置から、東区画はこの３条の排

水路に囲まれた内側に存在していたと推測できる。ま

た、区画の西端は雨落溝の存在によっておおよその位置

を推測できる。以上の状況と第４０６次調査であきらかに

なった区画Aの規模から推算すると、東西幅は区画Aと

同じ５１�ほどと考えられる。

東区画内にはいくつかの建物遺構が検出された。いず

れも掘立柱建物で、少なくとも１回以上の建て替えがあ

った。

南北調査区の北端には、柱間１間の建物が東西に展開

している。中央には南北９間の南北棟建物や南北７間、

東西２間の南北棟総柱の建物などがある。２棟とも柱間

寸法は約３�（１０尺）である。東西調査区では、東西３間

の建物２棟が調査区外北側につづき、西寄りの１棟は東

西３間で南にのびている。この建物の東には東西にのび

る塀らしき柱列があり、東西調査区東端には南へ展開す

る建物がある。また、南北調査区の南半部分では２基の

土坑がある。土坑の底部には南北４間の建物が検出され

西にのびている。

西区画は東区画と同様、築地塀そのものは残存してい

ないが、築地塀の存在をしめす雨落溝を確認した。東西

の雨落溝の間に築地塀があったと仮定すると、区画の東

西幅は５１�ほどになる。区画の南北の規模は不明である。

西区画内には同規模同構造の２棟の建物が東西に並ん

で検出された（図１５１）。東西５間、南北２間以上の東西棟

で総柱の礎石建物である。柱間寸法は東西約３．６�（１２

尺）、南北約３�（１０尺）あり、礎石据付穴の一部には礎石

や根石が残存している。礎石は花崗岩の自然石である。

建物の東西両脇には雨落溝を検出した。

東の礎石建物の東側には安山岩の礎石が２基あり、柱

間は約３�（１０尺）だが、礎石建物とは柱筋がそろわず性

格は不明である。西区画の西側には築地塀の雨落溝より

も古い時期の掘立柱建物があり、南にのびている。

出土遺物

多量の土師器、須恵器、墨書土器、瓦、木製品、木簡

などが出土した。包含層のほか土坑からの出土が多い。

瓦は東区画の南北棟建物付近、西区画の建物の雨落溝に

集中している。西区画の西端にある土坑からは鳳凰文の

鬼瓦、南北調査区南半部の土坑からは唐草文鬼瓦、木製

品、木簡などが出土した。木簡は７７０年前後の近衛府、兵

衛府に関わる削屑などが３５００点以上出土しており、今後

の整理と解読が期待される。 （今井晃樹）

東区画西区画 SD２７００

図１４９ 第４２９次調査検出遺構略図

�‐１ 平城宮の調査 123



図１５０ 第４２９次調査区全景（南東から）

図１５１ 西区画の礎石建物（北東から）
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